
資料３―２ 

関係条文抜粋 

 
○ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する法律（平成 13年法律第 65号） 

※改正後 

（保管等の届出） 
第八条 保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分（再生を含む。第二十六条第二項

及び第三項を除き、以下同じ。）をする者（以下「保管事業者等」という。）は、毎年度、

環境省令で定めるところにより、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の

状況に関し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所その他の環境省令で定める事

項を都道府県知事に届け出なければならない。 
２ （略） 
 
（期間内の処分） 

第十条 保管事業者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごと及び保管の場所が所在

する区域ごとに高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事

情を勘案して政令で定める期間（以下「処分期間」という。）内に、その高濃度ポリ塩化

ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。 
２ 前項の規定によりその全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた者は、環

境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 
３ 次に掲げる要件のいずれにも該当する保管事業者は、第一項の規定にかかわらず、処分

期間の末日から起算して一年を経過した日（以下「特例処分期限日」という。）までに、

その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければな

らない。 
一 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を特例処分期限日までに自ら処分し、又は処分を他

人に委託することが確実であること。 
二 次に掲げる事項を記載した届出書に、前号に掲げる要件に該当することを証する書類

として環境省令で定めるものを添付して、都道府県知事に届け出たこと。 
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
ロ 処分期間内に自ら処分し、又は処分を他人に委託することが困難な高濃度ポリ塩化

ビフェニル廃棄物の種類及び数量並びに保管の場所 
ハ ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託するこ

とが見込まれる日 
ニ その他環境省令で定める事項 

４ 前項第二号の規定による届出を行った者は、同号イからニまでに掲げる事項に変更があ

ったときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければな

らない。 
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（改善命令）  
第十二条 環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者が第十条第一項又は第三項の規定に違

反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル

廃棄物の処分その他必要な措置（以下「処分等措置」という。）を講ずべきことを命ずる

ことができる。 
２ （略） 
 
（代執行）  

第十三条 前条第一項に規定する場合において、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実か

つ適正な処理上の支障が生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認

められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、自らその処分等措置の全部又は一部を講

ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期

限を定めて、当該処分等措置を講ずべき旨及びその期限までに当該処分等措置を講じない

ときは、自ら当該処分等措置を講じ、当該処分等措置に要した費用を徴収することがある

旨を、あらかじめ、公告しなければならない。 
一 前条第一項の規定により処分等措置を講ずべきことを命ぜられた保管事業者が、当該

命令に係る期限までに当該命令に係る処分等措置を講じないとき、講じても十分でない

とき、又は講ずる見込みがないとき。  
二 前条第一項の規定により処分等措置を講ずべきことを命じようとする場合において、

過失がなくて当該処分等措置を命ずべき者を確知することができないとき。 
三 緊急に処分等措置を講ずる必要がある場合において、前条第一項の規定により当該処

分等措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。 
２・３ （略） 
 
（ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等）  

第十八条 所有事業者は、処分期間内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄し

なければならない。 
２ 次に掲げる要件のいずれにも該当する所有事業者は、前項の規定にかかわらず、特例処

分期限日までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄しなければならない。 
一 廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を特例処分期限日までに自ら処分し、又

は処分を他人に委託することが確実であること。 
二 次に掲げる事項を記載した届出書に、前号に掲げる要件に該当することを証する書類

として環境省令で定めるものを添付して、都道府県知事に届け出たこと。 
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
ロ 処分期間内に廃棄することが困難な高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の種類及

び数量並びに使用の場所及び廃棄後の保管の場所 
ハ 廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を自ら処分し、又は処分を他人に委託

することが見込まれる日 
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ニ その他環境省令で定める事項 
３ 処分期間内（前項に規定する所有事業者にあっては、特例処分期限日まで）に廃棄され

なかった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、これを高濃度ポリ塩化ビフェニ

ル廃棄物とみなして、この法律及び廃棄物処理法の規定を適用する。 
４ （略） 
 
第二十条 電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第二条第一項第十八号に規定する電

気工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（以下「高濃度ポリ塩化ビフェニル使

用電気工作物」という。）については、前二条の規定を適用せず、同法の定めるところに

よるものとする。 
２ 特例処分期限日までに廃棄されなかった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物に

ついては、これを高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物とみなして、この法律及び廃棄物処理

法の規定を適用する。 
 
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは千万円以下の罰

金に処し、又はこれを併科する。  
一 第十二条第一項の規定による命令に違反した者 
二 （略） 

 
第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金

に処する。 
一 第八条第一項（第十五条において準用する場合及び第十九条において読み替えて準用

する場合を含む。）又は第十条第二項（第十五条及び第十九条において読み替えて準用

する場合を含む。）若しくは第四項（第十九条において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 
二 （略） 
三 第十条第三項第二号又は第十八条第二項第二号の規定による届出をする場合におい

て虚偽の届出をした者 
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○電気事業法（昭和 39年法律第 170号） 

 
（事業用電気工作物の維持） 
第三十九条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術

基準に適合するように維持しなければならない。 
２ 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。 
一 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにするこ

と。 
二 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害

を与えないようにすること。 
三 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼ

さないようにすること。 
四 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気

工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないよ

うにすること。 
 
（技術基準適合命令） 
第四十条 主務大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合

していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合

するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一

時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。 
 
（主任技術者） 

第四十三条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に

関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付

を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。 
２ 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、

主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。 
３ 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき（前項の許可を受けて選

任した場合を除く。）は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これ

を解任したときも、同様とする。 
４ 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠

実に行わなければならない。 
５ 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のため

にする指示に従わなければならない。 
 
（報告の徴収） 
第百六条 主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規
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定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力を原動力とする発電

用の電気工作物（以下「原子力発電工作物」という。）を設置する者に対し、その原子力

発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。 
２ 主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置

する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保

するため特に必要があると認めるときは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九

条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を

行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。 
３ 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度におい

て、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特

定送配電事業者又は発電事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提

出をさせることができる。 
４ 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度におい

て、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者又は登録調査機関に対し、

その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。 
５ 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、推進機関に対し、その業務又

は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。 
６ 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録安全管理審査機関に対し、

その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。 
７ 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関又は卸電力取引

所に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。 
 
第百十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の

罰金に処し、又はこれを併科する。 
一・二 （略） 
三 第四十条（原子力発電工作物に係る場合に限る。）の規定による命令又は処分に違反

した者 
四 （略） 
 

第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下

の罰金に処し、又はこれを併科する。 
一～十一 （略） 
十二 第百六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若し

くは資料の提出をした者 
 
第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。 
一～四 （略） 
五 第四十条（原子力発電工作物に係る場合を除く。）の規定による命令又は処分に違反
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した者 
六・七 （略） 

 
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 
一～十一 （略） 
十二 第百二条又は第百六条第二項から第四項まで若しくは第六項の規定による報告若

しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 
 


